
要望書（回答） 

 １、閉鎖の原因となったことを徹底的に明らかにし、同じトラブル等がないよう対策

を講じること 

【回答】（環境衛生部環境生活課 担当） 

  市では、一部の利用者によるルール、マナー違反が常態化しており、再三の注意

にも関わらず、こうした不適切な利用が続き、他の利用者や犬の安全・安心を確保

することが難しくなったことから、当面の間、ドッグランを閉鎖することといたし

ました。 

再開に向けては、不適切な利用によるトラブルが再発しないよう、新たな管理体

制、管理方法の検討、新たなルールづくりなどが必要なことから、今後公園管理者

や指定管理者とも協議、調整を進めてまいりたいと考えております。

２、管理システムを導入するなど体制の強化をはかること 

３、基本的に利用者や飼い主を登録制にすることなどを盛り込んだガイドライン等を

策定すること 

 【回答】（環境衛生部環境生活課 担当） 

   管理方法については、指定管理制度の仕様を変更する必要があることから、今後

公園管理者や指定管理者と協議・調整してまいります。また、ガイドラインの改定

を含めた新たな利用ルールの検討にあたりましては、類似施設の調査を行うほか、

獣医師会など専門家にも御意見を伺った上で検討してまいります。 

４、ドックトレーナーなどの専門的な知識を有する人の配置も考慮すること 

 【回答】（環境衛生部環境生活課 担当） 

   有識者の配置については、ガイドラインの改定を含めた新たな利用ルールを検討

する際、有人での管理が必要と判断される場合は指定管理所管課と協議してまいり

ます。 


